
県外在住者との接触機会があった場合のサービス利用可否判断の目安（通所・短期入所）

Ｑ１ 　県外者の居住地の「１週間の人口１０万人あたりの感染者数」は０．５未満か

● 　サービス利用可

　県外者との接触歴がある

未満

以上

ＳＴＡＲＴ

　利用中止。最後の接触日から起算して７日間の体調確認を依頼。

● 　サービス利用可

Ｑ７ 　会話の際、県外者はマスクを着用していたか

Ｑ６

Ｑ４

　食卓を囲んでの食事や、会話の機会があったか

✕

Ｑ５ 　県外者との身体的接触（食事・入浴・排泄・移乗介助等を受けた）があったか

✕

　県外者と車や公共交通機関に同乗し、外出する機会があったか

✕

いる

Ｑ２ 　本人及び同居者の中で、現在体調不良者（発熱、風邪症状等）がいるか

✕ 　回復するまで利用を中止。

✕ 　利用中止。最後の接触日から起算して７日間の体調確認を依頼。

いない

いる

いない

ある

ない

ある

ない

ない

ある

非着用

※上記の目安は、厚生労働省が示した「濃厚接触」の定義に基づき作成したものです。実際には詳細に聞き取りをすることで判断が変わる場合もあります。
　 県外在住者の方と接触機会があった場合はお気軽にご相談ください。

　利用中止。最後の接触日から起算して７日間の体調確認を依頼。

　利用中止。最後の接触日から起算して７日間の体調確認を依頼。

Ｑ３ 　本人と接触した県外者の中で、現在体調不良者（発熱、風邪症状等）がいるか

● 　サービス利用可

着用


